
と
畜
場
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（

）

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
施
行

○

と
畜
場
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号

（
抄

（
第
一
条
関
係
）

）

）

（

）

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

改

正

後

現

行

（
と
畜
場
の
衛
生
管
理
）

（
と
畜
場
の
衛
生
管
理
）

第
三
条

法
第
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
三
条

法
第
六
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
七
（
略
）

一
～
七
（
略
）

、

（

、

、

（

、

八

冷
蔵
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は

枝
肉

獣
畜
を
と
さ
つ
し
た
後

八

冷
蔵
設
備
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は

枝
肉

獣
畜
を
と
さ
つ
し
た
後

頭
部
、
前
後
肢
及
び
尾
を
切
断
し
、
第
七
条
第
六
号
、
第
七
号
及
び
第
八

頭
部
、
前
後
肢
及
び
尾
を
切
断
し
、
第
七
条
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
七

号
の
処
理
を
行
つ
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓

号
の
処
理
を
行
つ
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
又
は
食
用
に
供
す
る
内
臓

。

。

が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
設
備
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ

が
摂
氏
十
度
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
設
備
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
冷
蔵
設
備
内
の
温
度
の
測
定
は
、
作
業
開
始

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
冷
蔵
設
備
内
の
温
度
の
測
定
は
、
作
業
開
始

前
に
一
回
、
及
び
作
業
時
間
内
に
一
回
以
上
行
い
、
測
定
し
た
日
時
、
温

前
に
一
回
、
及
び
作
業
時
間
内
に
一
回
以
上
行
い
、
測
定
し
た
日
時
、
温

度
、
測
定
者
そ
の
他
必
要
な
記
録
を
測
定
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
こ

度
、
測
定
者
そ
の
他
必
要
な
記
録
を
測
定
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
こ

と
。

と
。

九

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
そ
の
他
の
枝
肉

九

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
そ
の
他
の
枝
肉

と
区
別
し
て
衛
生
的
に
管
理
す
る
こ
と
。

と
区
別
し
て
衛
生
的
に
管
理
す
る
こ
と
。

十

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第

（
新
設
）

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
齢
以
上
の
牛
（
そ

の
と
た
い
（
獣
畜
を
と
さ
つ
し
た
物
で
あ
つ
て
、
枝
肉
以
外
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ

、
頭
部
、
枝
肉
及
び
内
臓
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

。）

い
て
同
じ

）
及
び
こ
れ
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
牛
に
つ
い

。

て
は
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
に
係
る

検
査
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
他
の
牛
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区

分
し
て
衛
生
的
に
管
理
す
る
こ
と
。

十
一

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
（
出
生
の
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
月

（
新
設
）



を
経
過
し
た
日
ま
で
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
頭
部
（
舌
及
び
頬

。

肉
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）
及
び
脊
髄
並
び
に
こ
れ
ら
を

。

含
む
も
の
（
以
下
「
頭
部
等
」
と
い
う

）
を
食
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、

。

、

、

、

当
該
牛
の
頭
部
等
に
つ
い
て
は

と
さ
つ

解
体
及
び
保
管
の
各
段
階
で

そ
の
他
の
牛
（
月
齢
が
三
十
月
を
超
え
る
牛
（
出
生
の
年
月
日
か
ら
起
算

し
て
三
十
月
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

）。

及
び
月
齢
が
三
十
月
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
牛
を
い
う
。
以

下
同
じ

）
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て
衛
生
的
に
管
理

。

す
る
こ
と
。

十
二
～
十
六
（
略
）

十
～
十
四
（
略
）

、

。

、

。

十
七

機
械
器
具
の
衛
生
管
理
は

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と

十
五

機
械
器
具
の
衛
生
管
理
は

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と

イ
（
略
）

イ
（
略
）

ロ

獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
使
用
す
る
ナ
イ
フ
、
動
力
付
は
く
皮
ナ

ロ

獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
に
使
用
す
る
ナ
イ
フ
、
動
力
付
は
く
皮
ナ

イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
と
た
い
又
は
枝
肉
に
直
接
接

イ
フ
、
の
こ
ぎ
り
、
結
さ
つ
器
そ
の
他
の
と
た
い
（
獣
畜
を
と
さ
つ
し

触
す
る
機
械
器
具
の
消
毒
は
、
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯
を
使
用
す

た
物
で
あ
つ
て
、
枝
肉
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
又
は
枝
肉

。

る
こ
と
。

に
直
接
接
触
す
る
機
械
器
具
の
消
毒
は
、
摂
氏
八
十
三
度
以
上
の
温
湯

を
使
用
す
る
こ
と
。

ハ
～
ホ
（
略
）

ハ
～
ホ
（
略
）

十
八

不
可
食
部
分
等
の
衛
生
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

十
六

不
可
食
部
分
等
の
衛
生
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

こ
と
。

こ
と
。

イ

不
可
食
部
分
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く

、
第
十
六
条
第

イ

不
可
食
部
分
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く

、
第
十
六
条
第

。）

。）

三
号
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
物
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
廃

三
号
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
物
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
廃

棄
さ
れ
た
物
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
（
牛
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

棄
さ
れ
た
物
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
及
び
そ
の
他
の
廃
棄
物
は
、

一
に
掲
げ
る
部
分
と
区
分
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
部
分
を
含
む
。
以

そ
の
種
別
を
表
示
し
た
専
用
容
器
に
収
納
し
、
処
理
室
外
に
搬
出
し
、

下
同
じ

）
及
び
そ
の
他
の
廃
棄
物
は
、
そ
の
種
別
を
表
示
し
た
専
用
容

及
び
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
等
に
よ
り
衛
生
上
支
障
の
な
い
よ
う
に

。

器
に
収
納
し
、
処
理
室
外
に
搬
出
し
、
及
び
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と

処
理
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

等
に
よ
り
衛
生
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

廃
棄
さ
れ
た
物
及
び
別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

お
い
て
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
物
及
び
別
表
第
一

処
理
を
行
つ
た
日
、
処
理
の
方
法
、
処
理
を
行
つ
た
者
そ
の
他
必
要
な

に
掲
げ
る
部
分
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
処
理
を
行
つ
た
日
、
処
理
の
方

記
録
を
処
理
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

法
、
処
理
を
行
つ
た
者
そ
の
他
必
要
な
記
録
を
処
理
の
日
か
ら
一
年
間



保
存
す
る
こ
と
。

ロ
（
略
）

ロ
（
略
）

十
九
～
二
十
四
（
略
）

十
七
～
二
十
二
（
略
）

２

衛
生
管
理
責
任
者
は
、
前
項
第
二
十
四
号
ロ
の
確
認
の
結
果
を
と
畜
場
の

２

衛
生
管
理
責
任
者
は
、
前
項
第
二
十
二
号
ロ
の
確
認
の
結
果
を
と
畜
場
の

設
置
者
又
は
管
理
者
に
対
し
て
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
七
条
第
一

設
置
者
又
は
管
理
者
に
対
し
て
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
と
畜
場
の
管
理
者
又
は
設
置
者
が
衛
生
管
理
責
任
者
と
な

項
の
規
定
に
よ
り
と
畜
場
の
管
理
者
又
は
設
置
者
が
衛
生
管
理
責
任
者
と
な

つ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
十
八
号
イ
の
適
用
に
つ

３

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
に
つ
い
て
の
第
一
項
第
十
六
号
イ
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
イ
中
「
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
等
」
と
あ
る
の
は

「
牛
海

い
て
は
、
同
号
イ
中
「
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
等
」
と
あ
る
の
は

「
牛
海

、

、

綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を

綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
条
第
二

除
き
、
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
」
と
す
る
。

項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
焼
却
炉
で
焼
却
す
る
こ
と
」
と
す

る
。

（
と
畜
業
者
等
の
講
ず
べ
き
衛
生
措
置
）

（
と
畜
業
者
等
の
講
ず
べ
き
衛
生
措
置
）

第
七
条

法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
七
条

法
第
九
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

三

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
と
さ
つ
に
当
た
つ
て
は
、
ピ
ッ
シ
ン
グ
（
ワ

三

牛
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
と
さ
つ
に
当
た
つ
て
は
、
ピ
ッ
シ
ン
グ
（
ワ

イ
ヤ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
器
具
を
用
い
て
脳
及
び
脊
髄
を
破
壊
す
る

イ
ヤ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
器
具
を
用
い
て
脳
及
び
せ
き
髄
を
破
壊
す

こ
と
を
い
う

）
を
行
わ
な
い
こ
と
。

る
こ
と
を
い
う

）
を
行
わ
な
い
こ
と
。

。

。

四
（
略
）

四
（
略
）

五

頭
部
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

五

頭
部
の
処
理
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
。

イ
～
ホ
（
略
）

イ
～
ホ
（
略
）

ヘ

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
（
舌
及
び
頬
肉
を
除
く
。
以
下
こ

（
新
設
）

ほ
ほ

の
条
に
お
い
て
同
じ

）
を
食
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
処
理
を
行
う
場

。

合
に
は
、
そ
の
他
の
牛
の
頭
部
に
よ
る
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
区
分
し
て
処

理
す
る
こ
と
。

六
～
十
三
（
略
）

六
～
十
三
（
略
）

十
四

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
ほ
か
の
枝
肉

十
四

法
第
十
四
条
第
三
項
の
検
査
で
保
留
さ
れ
た
枝
肉
は
、
ほ
か
の
枝
肉



と
区
別
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

と
区
別
し
て
保
管
す
る
こ
と
。

十
五

月
齢
が
三
十
月
以
下
の
牛
の
頭
部
等
を
食
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、

（
新
設
）

、

、

、

当
該
牛
の
頭
部
等
に
つ
い
て
は

と
さ
つ

解
体
及
び
保
管
の
各
段
階
で

そ
の
他
の
牛
の
頭
部
等
と
工
程
、
表
示
等
に
よ
り
区
分
し
て
保
管
す
る
こ

と
。

十
六
（
略
）

十
七

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
は
、
当
該
部
分
に
よ
る
枝
肉
及
び
食
用
に

十
五
（
略
）

供
す
る
内
臓
の
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
処
理
す
る
こ
と
。

十
六

別
表
第
一
に
掲
げ
る
部
分
は
、
当
該
部
分
に
よ
る
枝
肉
及
び
食
用
に

２
・
３
（
略
）

供
す
る
内
臓
の
汚
染
を
防
ぐ
よ
う
処
理
す
る
こ
と
。

２
・
３
（
略
）

（
自
家
用
と
さ
つ
の
届
出
）

第
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
事
項
に

（
自
家
用
と
さ
つ
の
届
出
）

つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
事
項
に

一
～
三
（
略
）

つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

と
さ
つ
し
よ
う
と
す
る
獣
畜
の
種
類

性
別

年
齢

不
明
の
と
き
は

一
～
三
（
略
）

、

、

（

、

）

、

、

（

、

推
定
年
齢

、
特
徴
及
び
重
量

四

と
さ
つ
し
よ
う
と
す
る
獣
畜
の
種
類

性
別

年
令

不
明
の
と
き
は

五
・
六
（
略
）

推
定
年
令

、
特
徴
及
び
重
量

）

五
・
六
（
略
）

（
検
査
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の

（
検
査
申
請
書
の
記
載
事
項
）

と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の

一
・
二
（
略
）

と
お
り
と
す
る
。

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
獣
畜

牛
を
除
く

の
種
類

性
別

品
種

一
・
二
（
略
）

（

。）

、

、

、

年
齢
（
不
明
の
と
き
は
、
推
定
年
齢

、
特
徴
及
び
産
地
並
び
に
牛
に
あ
つ

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
獣
畜
の
種
類
、
性
別
、
品
種
、
年
令
（
不
明

）

て
は
、
性
別
、
品
種
、
月
齢
、
出
生
の
年
月
日
、
特
徴
、
産
地
及
び
個
体

の
と
き
は
、
推
定
年
令

、
特
徴
及
び
産
地

）

識
別
番
号
（
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う

）。

四
～
六
（
略
）

２

令
第
七
条
の
申
請
書
が
、
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
と

四
～
六
（
略
）



さ
つ
し
た
獣
畜
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
四
条
第
二
項

２

令
第
七
条
の
申
請
書
が
、
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
と

及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号

さ
つ
し
た
獣
畜
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
四
条
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
を
当
該
申
請
書

及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号

に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
を
当
該
申
請
書

一
・
二
（
略
）

に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

獣
畜
（
牛
を
除
く

）
の
種
類
、
性
別
、
年
齢
（
不
明
の
と
き
は
、
推
定

一
・
二
（
略
）

。

年
齢
）
及
び
特
徴
並
び
に
牛
に
あ
つ
て
は
、
性
別
、
月
齢
、
出
生
の
年
月

三

獣
畜
の
種
類
、
性
別
、
年
令
（
不
明
の
と
き
は
、
推
定
年
令
）
及
び
特

日
及
び
特
徴

徴

四
・
五
（
略
）

四
・
五
（
略
）

別
表
第
一

（
第
三
条
、
第
七
条
関
係
）

牛
の
扁
桃
及
び
回
腸
（
盲
腸
と
の
接
続
部
分
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部

別
表
第
一

（
第
三
条
、
第
七
条
関
係
）

分
に
限
る

）
並
び
に
月
齢
が
三
十
月
を
超
え
る
牛
の
頭
部
（
舌
、
頬
肉
及
び

牛
の
頭
部
（
舌
及
び
頬
肉
を
除
く

、
せ
き
髄
及
び
回
腸
（
盲
腸
と
の
接

。

。）

ほ
ほ

ほ
ほ

扁
桃
を
除
く

）
及
び
脊
髄
並
び
に
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
扁
桃
、
脾
臓
、
小
腸

続
部
分
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
に
限
る

）
並
び
に
め
ん
羊
及
び
山
羊

。

。

。

、

、

（

。）

及
び
大
腸
（
こ
れ
ら
に
付
属
す
る
リ
ン
パ
節
を
含
む

）
並
び
に
め
ん
羊
及
び

の
扁
桃

脾
臓

小
腸
及
び
大
腸

こ
れ
ら
に
付
属
す
る
リ
ン
パ
節
を
含
む

山
羊
（
月
齢
が
満
十
二
月
以
上
の
も
の
に
限
る

）
の
頭
部
（
舌
、
頬
肉
及
び

並
び
に
め
ん
羊
及
び
山
羊
（
月
齢
が
満
十
二
月
以
上
の
も
の
に
限
る

）
の
頭

。

。

ほ
ほ

扁
桃
を
除
く

、
脊
髄
及
び
胎
盤

部
（
舌
、
頬
肉
及
び
扁
桃
を
除
く

、
せ
き
髄
及
び
胎
盤

。）

。）

ほ
ほ



○

厚
生
労
働
省
関
係
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号

（
抄

（
第
二
条
関
係
）

）

）
（

）

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

改

正

後

現

行

（
と
畜
場
に
お
け
る
牛
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
の
対
象
と
な
る
牛
の
月
齢
）

（
と
畜
場
に
お
け
る
牛
海
綿
状
脳
症
に
係
る
検
査
の
対
象
と
な
る
牛
の
月
齢
）

第
一
条

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
。

第
一
条

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
。

「

」

。）

、

「

」

。）

、

以
下

法

と
い
う

第
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
齢
は

以
下

法

と
い
う

第
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
月
齢
は

三
十
月
（
た
だ
し
、
出
生
の
年
月
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
月
を
経
過
し
た
日

二
十
一
月
と
す
る
。

を
除
く

）
と
す
る
。

。

（
牛
の
特
定
部
位
）

（
牛
の
特
定
部
位
）

第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
牛
の
部
位
は
、
牛
の

第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
牛
の
部
位
は
、
牛
の

扁
桃
及
び
回
腸
（
盲
腸
と
の
接
続
部
分
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
に
限

頭
部
（
舌
及
び
頬
肉
を
除
く

、
せ
き
髄
及
び
回
腸
（
盲
腸
と
の
接
続
部
分

。）

ほ
ほ

る

）
並
び
に
月
齢
が
三
十
月
を
超
え
る
牛
（
出
生
の
年
月
日
か
ら
起
算
し
て

か
ら
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
に
限
る

）
と
す
る
。

。

。

三
十
月
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
も
の
を
い
う

）
の
頭
部
（
舌
、
頬
肉

。

ほ
ほ

及
び
扁
桃
を
除
く

）
及
び
脊
髄
と
す
る
。

。


